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備
業
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の
一
部
を
改
正
す
る
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律
案
（
閣
法
第
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〇
六
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
警
備
業
者
の
専
門
的
な
指
導
教
育
体
制
の
整
備

１

警
備
業
者
は
、
営
業
所
ご
と
に
、
当
該
営
業
所
に
お
い
て
取
り
扱
う
警
備
業
務
の
区
分
に
応
じ
、
警
備
員
指
導
教
育
責

任
者
資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
か
ら
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

２

都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
よ
る
、
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
に
選
任
さ
れ
て
い
る
者
に
対
す
る
定
期
的
な
講
習
の
制
度

を
導
入
す
る
。

二
、
警
備
員
等
の
検
定
の
普
及
に
よ
る
警
備
員
の
知
識
及
び
能
力
の
向
上

１

警
備
業
者
は
、
社
会
の
安
全
上
重
要
な
一
定
の
種
別
の
警
備
業
務
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
基
準
に
従
い
そ
の
種
別
ご
と

に
警
備
員
等
の
検
定
の
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
警
備
員
を
配
置
し
て
警
備
業
務
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
と
す
る
。

２

警
備
員
等
の
検
定
に
係
る
規
定
を
見
直
し
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
警
備
業
務
の
種
別
に
応
じ
、
警
備
員
等
の
検
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定
を
行
う
も
の
と
す
る
ほ
か
、
登
録
講
習
機
関
に
お
け
る
講
習
会
の
課
程
を
修
了
し
た
者
に
つ
い
て
、
当
該
講
習
に
係
る

検
定
の
学
科
試
験
又
は
実
技
試
験
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

三
、
警
備
業
務
の
依
頼
者
の
保
護

１

警
備
業
者
は
、
警
備
業
務
の
依
頼
者
と
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
契
約
締
結
時
ま
で
に
一
定
の
事
項
に
つ

い
て
記
載
し
た
書
面
を
当
該
依
頼
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

２

警
備
業
者
は
、
警
備
業
務
の
依
頼
者
等
か
ら
の
苦
情
の
適
切
な
解
決
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

四
、
そ
の
他

罰
則
規
定
を
整
備
す
る
。

五
、
施
行
期
日

本
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。


